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況
届
の
審
査
の
結
果
、
所
得
制
限
限
度

額
未
満
で
あ
れ
ば
、「
児
童
手
当
」
と

し
て
認
定
し
ま
す
。（
額
が
改
定
さ
れ

ま
す
）

※
生
計
中
心
者
が
単
身
赴
任
な
ど
に
よ
り

児
童
と
別
居
し
て
い
る
場
合
は
、
生
計

中
心
者
の
「
住
所
地
の
市
区
町
村
」
で

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
こ
れ
ま
で
出
雲
市
で
手
当
等
を
受
給
さ

れ
て
い
て
、
新
た
に
公
務
員
（
独
立
行

政
法
人
職
員
、
財
団
等
に
派
遣
さ
れ
て

い
る
人
を
除
く
）
に
な
ら
れ
た
方
は
、

出
雲
市
へ
「
消
滅
届
」
の
提
出
を
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
生
計
中
心

者
が
公
務
員
の
場
合
は
、
勤
務
先
で
手

当
等
を
受
給
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
で

す
。

◆
手
続
き
の
場
所

　

子
育
て
支
援
課
及
び
各
支
所
の
市
民
サ
ー

ビ
ス
課
（
平
田
支
所
は
市
民
福
祉
課
、
斐
川

支
所
は
健
康
福
祉
課
）

児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は

〝
現
況
届
〟の
提
出
が
必
要
で
す

　

児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
受
給
し
て
い
る

方
は
、
所
得
状
況
や
お
子
さ
ん
の
養
育
状
況

の
確
認
の
た
め
、
毎
年
６
月
に
「
現
況
届
」

の
提
出
が
必
要
で
す
。

◆
現
況
届
の
手
続
き

　

対
象
の
方
に
は
、
５
月
下
旬
に
必
要
な
書

類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
現
況
届
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
６
月
末
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。（
子
育
て
支
援
課
へ
の
郵
送
で
の

提
出
も
可
）

※
提
出
が
遅
れ
た
場
合
、
10
月
支
給
予
定

の
手
当
が
遅
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
最
近
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
等
に
よ
り
、

手
当
等
の
申
請
（
請
求
）
が
お
済
み
で

な
い
児
童
分
に
つ
い
て
は
、
別
途
お
早

め
に
申
請
（
請
求
）
を
し
て
く
だ
さ
い
。

★
平
日
受
付
（
本
庁
と
全
支
所
）：

　

６
月
３
日
（
月
）
～
６
月
28
日
（
金
）

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分

★
平
日
夜
間
受
付
（
本
庁
の
み
）:

　

６
月
３
日
（
月
）
～
６
月
７
日
（
金
）

17
時
30
分
～
20
時

★
土
日
受
付
（
本
庁
の
み
）:

　

６
月
８
日
（
土
）、
９
日
（
日
）、

　

29
日
（
土
）、
30
日
（
日
）

　

９
時
～
12
時

◇
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
受
給
者
の
健
康
保
険
証
の
コ
ピ
ー
（
出

雲
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
方
は
、
提
出
不
要
で
す
）

②
印
鑑
（
認
印
で
構
い
ま
せ
ん
が
、
ス
タ

ン
プ
印
は
不
可
）

③
平
成
25
年
度（
平
成
24
年
分
）所
得（
課

税
）
証
明
書

　
（
受
給
者
及
び
配
偶
者
分
。
た
だ
し
、

平
成
25
年
１
月
１
日
に
出
雲
市
に
住
民

票
が
あ
る
な
ど
で
、
出
雲
市
で
課
税
さ

れ
て
い
る
方
は
提
出
不
要
で
す
）

④
そ
の
他
必
要
な
書
類
の
提
出
を
お
願
い

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。　

◆
手
続
き
に
あ
た
っ
て

※
平
成
24
年
分
の
所
得
等
の
状
況
に
よ
っ

て
は
、
受
給
者
の
変
更
を
お
願
い
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。（
基
本
的
に
、
父

母
の
う
ち
、
所
得
の
高
い
方
が
、「
生

計
中
心
者
」
と
し
て
手
当
等
を
受
給
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
）　

※
現
況
届
を
審
査
し
た
結
果
、
所
得
制
限

限
度
額
以
上
の
場
合
、「
児
童
手
当
」

の
代
わ
り
に
「
特
例
給
付
」
と
し
て
、

支
給
対
象
児
童
一
人
当
た
り
月
額
５
千

円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
こ
れ
ま
で
、「
特
例
給
付
」
を
受
け
て

お
ら
れ
た
方
で
も
、
平
成
25
年
度
の
現

※「所得」とは、税込み年収ではありません。
　世帯合算の所得ではなく、受給される方（生計中心者）の
　所得のみで判定します。

※児童手当での「第１子」「第２子」「第３子」とは、            
　出生から高校卒業までの年齢（18歳の年度末まで）　　　
　の間にあるお子さんで数えたものです。

お
た
ず
ね
／

子
育
て
支
援
課

（
子
育
て
支
援
係
）　

☎
�
６
９
６
３

★所得制限

★支給額
　　　　　＜所得制限未満：児童手当＞　 　　　　　＜所得制限以上：特例給付＞

扶養親族の数 所得制限限度額

０人 ６２２万円

１人 ６６０万円

２人 ６９８万円

３人 ７３６万円

以降1人増えるごとに ３８万円加算

児童の年齢 児童一人当たり月額

３歳未満 一律	15,000円

３歳以上～ 第１・２子	10,000円

小学校修了前 第３子15,000円

中学生 一律	10,000円

児童の年齢 児童一人当たり月額

０歳～中学生 一律　5,000円

平
成
24
年
度
の
現
況
届
を
未
提
出
の

方
は
、
あ
わ
せ
て
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。
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35

　

市
で
は
、
あ
か
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
た
全
て

の
家
庭
に
『
保
健
師
や
助
産
師
』
に
よ
る
訪

問
と
、『
あ
か
ち
ゃ
ん
声
か
け
訪
問
員
』
に

よ
る
地
域
の
見
守
り
や
声
か
け
の
訪
問
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
２
つ
の
訪
問
に
は
異

な
っ
た
役
割
が
あ
り
、
き
め
細
か
く
あ
か

ち
ゃ
ん
の
健
や
か
な
成
長
と
お
父
さ
ん
お
母

さ
ん
の
子
育
て
を
応
援
し
て
い
ま
す
。

　

保
健
師
や
助
産
師
に
よ
る
訪
問
で
は
、
あ

か
ち
ゃ
ん
の
体
重
の
増
え
や
、
お
母
さ
ん
の

産
後
の
身
体
や
心
の
こ
と
、
家
庭
の
こ
と
な

ど
子
育
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
応
じ
て
い

ま
す
。

　

あ
か
ち
ゃ
ん
声
か
け
訪
問
は
、
市
が
委
嘱

し
た
子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
や
女
性
民
生
委
員

な
ど
の
訪
問
員
が
地
元
地
域
の
子
育
て
情
報

を
提
供
し
た
り
、
子
育
て
の
悩
み
を
聴
い
て

保
健
師
と
連
携
し
た
り
、
子
育
て
家
庭
と
地

域
を
つ
な
げ
、
地
域
で
見
守
ら
れ
な
が
ら
安

心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
お
手
伝
い
を
し
て

い
ま
す
。

　

親
と
な
り
子
育
て
を
す
る
間
に
は
、
誰
し

も
悩
み
や
不
安
、
心
配
ご
と
が
あ
る
も
の
で

身
近
な
子
育
て

　
　

相
談
者
が
い
ま
す
か
…
？

す
。
子
育
て
に
戸
惑
っ
た
と
き
、
身
近
に
育

児
の
手
伝
い
を
頼
め
る
人
や
相
談
で
き
る
人

が
い
な
く
て
困
っ
た
と
き
な
ど
、
い
つ
で
も

行
政
や
地
域
に
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
発
信
し
た
り
、
声

を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
地
域
に
は
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
施
設
や
、
育
児
の
支
援

を
し
て
く
れ
る

人
が
い
ま
す
。

上
手
に
活
用
し

て
、
楽
し
さ
を

感
じ
な
が
ら
子

育
て
が
で
き
る

と
い
い
で
す

ね
。

　認知症は、だれでもなる可能性がある脳の病気です。高齢化の進行、特に後期高齢者の増加とともに、
今後、認知症高齢者の増加が予想されています。

　「認知症サポーター」は、何か特別なことをする人ではありません。認知症を正しく理解し、偏見をもたず、
認知症の人や家族を温かく見守る応援者です。認知症になっても、住み慣れた地域で、顔なじみの関係を保ち
ながら安心して暮らし続けるためには、地域や周囲の理解が大切です。

　市では、4 月から、認知症グループホームを利用する方の所得等の状況に応じて居住費（家賃・光熱水費）
を軽減しています。世帯全員が住民税非課税であることなど、要件に該当する方は、認知症グループホームで
の家賃・光熱水費の自己負担額のうち、おおむね月額で 5 千円～１万２千円を軽減します。（認知症グループホー
ムへ減額分を市から助成します。）詳しくは、ご利用の認知症グループホームにおたずねください。

　認知症に関して専門的な知識をもつ「キャラバン・メイト」による「認知症サポー
ター養成講座」（１～１時間半の講義）を受講すれば、どなたでもなることができます。
この講座は、地域の身近な集まりや、会社、学校、サークルなど５名以上を対象に行
い、受講者には、認知症サポーターの目印である「オレンジリング」というブレスレッ
トをお渡しします。

　認知症の原因、症状、予防および対応の仕方等の基礎知識をわかりやすく学びます。

　講座開催を希望される場合は、高齢者福祉課まで申し込みください。
講座の講師となる「キャラバン・メイト」を無料で派遣します。

認知症になっても地域で安心して暮らし続けるために

認知症サポーター養成講座の開催

認知症グループホームの利用者負担軽減

お
た
ず
ね
／
子
育
て
支
援
課　

☎
�
６
６
０
４

申し込み・おたずね／
高齢者福祉課　☎ 21-6967

私たち保健師・助産師に気軽に声を
かけてくださいね。

地元地域でサポートしてくれるの
は、あかちゃん声かけ訪問員です。

◆ 認知症サポーターになりませんか

◆ 認知症グループホーム入居者の居住費を、所得等の状況により軽減します

◆ 認知症サポーターになるには

◆ どんなことを学ぶの

◆ 認知症サポーター養成講座を開くには

１

２
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屋外に自動販売機を設置されている皆さんへ

　自動販売機 1 台につき 30ℓ以上の容積をもつ回収容器を設置してください。
　また、回収した缶やビンなどはリサイクルに努めましょう。

　散乱防止責任者は、回収容器の適正管理や自動販売機周辺の清潔維持のために必要な措置をしなければな
りません。

　環境政策課にあります。

◎回収容器を設置してください。（飲料の自販機のみ）

◎散乱防止責任者を選んでください。

◎啓発シールを貼ってください。（下の「届出済証」を貼付している自動販売機を除きます）

　自動販売機届出対象地域内（※）で屋外に自動
販売機を設置されている方は、市への届出が必
要です。また、設置場所を変更したり、撤去し
た場合にも届け出てください。
　届出後に市から交付する「届出済証（シール）」
を、当該自動販売機の見やすい箇所に貼り付け
てください。

※自動販売機届出対象地域は31地域あり、いずれも美化推進重点地域と範囲は同じです。
（詳しくは、市ホームページをご覧いただくか環境政策課へおたずねください。）
※上記義務違反に対しては罰則規定もありますので、ご注意ください。

★届出対象地域に自動販売機を設置されている方へ

おたずね／環境政策課
　　　　　☎ 21-6535

啓
発
シ
ー
ル

届
出
済
証

◆登録が済んでいる場合：１頭につき、予防注射料2,950円
　（注射料金2,400円・注射済票交付手数料550円）・個人通知ハガキ
◆新規に登録する場合：
　1頭につき、料金5,950円（1頭の登録料3,000円・予防注射料2,950円）
◆犬のフン処理道具

・犬の咬傷事故は飼主の責任です。
  必ず犬の管理ができる方がお連れください。会場内での事故は、責任を負いません。
・犬のフンは、必ず持ち帰って処理してください。
・犬の体調不良や治療中などにより、注射が受けられない場合もあります。

　犬を飼っている人には、犬の登録と狂犬病予防注射（生後 3 か月以上の犬）が義務付けられています。
　犬の狂犬病予防注射の追加接種を次の日程で行います。4・5 月に行った集合注射で接種することができなかった犬
と新しく飼われた犬を対象に行います。この機会に必ず済ませましょう。

飼い犬の登録と狂犬病予防注射を済ませましょう
～登録は生涯１回、予防注射は毎年１回～

持ってきて
いただく

もの

お願い

　６月22日（土） 平田

平　
　
　
　

田

伊野コミュニティセンター 9:00〜 9:10
東コミュニティセンター 9:30〜 9:50
檜山コミュニティセンター 10:00〜10:10
佐香漁村集会所 10:30〜10:40
久多美コミュニティセンター 11:00〜11:15
ＪＡいずも灘分支店 11:30〜11:50
国富コミュニティセンター 13:00〜13:20
西田コミュニティセンター 13:30〜13:50
ＪＦしまね平田支所

（十六島町） 14:00〜14:10

鰐淵コミュニティセンター 14:20〜14:30
市役所平田支所前庭 14:50〜15:20

６月23日（日） 斐川･大社
斐
川

斐川農村ふれあいセンター
（旧母子センター） 9:30〜11:00

大
社

遥堪コミュニティセンター 13:30〜13:50
荒木コミュニティセンター 14:00〜14:20
大社コミュニティセンター 14:30〜14:50
大社健康福祉センター 

（燦プラザたいしゃ） 15:00〜15:20

６月29日（土） 多伎・湖陵・出雲

多　
　

伎

奥田儀センター 9:00〜 9:10
多伎健康増進センター 9:25〜 9:35
小田町会館 9:50〜10:00
多岐会館 10:10〜10:20
多伎勤労者体育センター 10:30〜10:40

湖　

陵

湖陵体育センター 11:10〜11:20
差海公民館 11:30〜11:40
湖陵コミュニティセンター 11:50〜12:00
旧湖陵南幼稚園 13:00〜13:10

出　

雲

神西コミュニティセンター 13:40〜13:55
高松コミュニティセンター 14:20〜14:35
市役所正面玄関

（旧庁舎） 15:05〜15:20

　６月30日(日) 出雲・佐田

出　
　

雲

市役所正面玄関
（旧庁舎） 9:00〜 9:20

大津コミュニティセンター
（東側駐車場） 9:50〜10:10

北山健康温泉 10:40〜11:00
出雲保健所 11:30〜11:50

佐　
　
　
　

田

潮の井ふれあいセンター 13:30〜13:40
大呂交流会館 13:55〜14:05
御幡消防センター前 14:20〜14:30
橋波ふるさと館 14:55〜15:05
窪田小学校駐車場 15:20〜15:30
窪田コミュニティセンター 15:40〜15:50
市役所佐田支所 16:05〜16:20

おたずね

※動物病院でも狂犬病予防注射は受けられます。

環境政策課  ☎21-6535 ／ 平田支所市民福祉課  ☎63-5566 ／ 佐田支所市民サービス課  ☎84-0111 ／ 多伎支所市民サービス課  ☎86-3111
湖陵支所市民サービス課  ☎43-1212 ／ 大社支所市民サービス課  ☎53-4444 ／ 斐川支所市民生活課  ☎73-9100
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地震に安心な住まいですか？

被害木を伐採し、抵抗性松を植栽
（高浜山林管理組合）

林道沿いに桜・ツツジの植栽
（見々久畑町内桜植栽推進委員会）

次のすべてに該当する木造住宅
① 市内にあり自己所有で自らが居住するもの
② 一戸建ての住宅または併用住宅（延べ面積の２分の１以上を居住の用に供するもの）
③ 在来軸組工法、枠組壁工法及び伝統的構法によるもので、階数が２以下のもの
④ 昭和56年５月31日以前に着工されたもの

　木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、市内の木造住宅居住者が住宅の耐震診断や耐震
改修をする際に必要な費用の一部を助成します。

○助成金額：一般診断…耐震診断費の３分の２で、４万４千円が上限。
　　　　　　精密診断…耐震診断費の３分の２で、12万円が上限。
○予定件数：一般診断…５件、精密診断…１件

○助成金額：耐震改修費の100分の23で、80万円が上限。
○予定件数：１件
※耐震改修助成を受ける場合は、耐震診断をする必要があります。

　きれいな空気、おいしい水、心身の癒やし、地球温暖化の防止など、森林はわたしたちの豊かな生活を
支え、多くの恵みを与えてくれます。しかし、いま国内では手入れ不足等によって森林が本来のはたらき
を発揮できていません。また、砂漠化等による地球規模の森林の減少・劣化もいまなお続いています。
　昭和 25 年 (1950)、一人ひとりが森林や緑を自分たちの共通財産と考え、それぞれの立場で、可能な
方法で、森づくりへ参加することを期待して、「緑の羽根募金」運動が始まりました。その後、平成７年
(1995) には、緑の募金法により「緑の募金」と改められました。

　市では、毎年春に町内会等を通じて各家庭に募金をお願
いしています。皆さんのご協力で、平成 24 年度には出雲
市だけで約 750 万円、島根県全体では 3,600 万円余りが
集まりました。これらの浄財は、さまざまな「森づくり・
人づくり」活動の活性化に活かされています。
　個人としての、また企業等の団体としての募金も歓迎し
ます。より多くの皆さんの「緑の募金」への参加が得られ、
国民全体で森林を守り育てる運動として発展するよう、ご
理解ご協力をお願いします。

◆「緑の少年団」活動
　		県内小中学校における「緑の少年団」の育成・活動支援
　		　　…間伐体験、植林活動等（H24年度：市内13団体）
◆「緑の募金公募事業」の実施
　		自治会・NPO・ボランティア団体等による、地域緑化活動等への支援
　		　　…雑木林の整備、公共広場への植樹、緑化啓発講演会等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H24年度：市内14団体）

【交付限度額】50万円（ただし、イベント等の緑化普及事業は事業費の1/2以内、上限50万円）
【応 募 締 切】６月28日（金）
【お た ず ね】森林政策課　☎21-6996 ／ 島根県緑化推進委員会　☎0852-21-8049

緑の募金をご存じですか？

申し込み・おたずね／
　　建築住宅課　☎ 21-6720

対 象

耐震診断助成

耐震改修助成

＊北山松枯れ跡地の再生＊ 

＊桜の名所づくり＊

９月以降に実施する事業に助成します。
まずはご相談ください。

身近な「緑の募金」の活用事例

木造住宅の耐震診断・耐震改修の一部費用助成

公募事業

募集中です


